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愛知大学（以下「本学」という。）は、「世界文化と平和への貢献」「国際的教養と視野をも

った人材の育成」「地域社会への貢献」という建学の精神に則り、学術の発展に貢献する研究を

遂行しており、本学の運営に携わる教職員は、高い倫理感・使命感と品格が求められます。 

昨今、研究者は以前にも増して厳しい競争の中に置かれており、データの捏造・改ざん・盗

用といった研究活動における不正行為や公的研究費の不正使用等が大きな社会問題となってい

ます。 

本学では、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基

準)」（平成26年2月18日改正）を踏まえ、研究費等の不正使用及び研究活動における不正行為を

防止する取り組みを行っております。社会に対する大学の責務及び利害関係者への説明責任を

果たすためにも、本学における研究遂行のために以下の基本方針を策定し、遵守、推進します。 

そして、別に定める「愛知大学における公的研究費に関する不正防止計画」に基づき、公的

研究費を含む経費支出の運営・管理について透明性と信頼性を確保し、もって教育研究活動の

いっそうの充実、発展に努めてまいります。 

 

１．法令、指針、ガイドラインの遵守 

学術研究に携わる者（以下「研究者」という。）及びそれを支援する事務職員等は、国及び研

究費の配分機関等が定める法令、指針、ガイドライン等を遵守します。また、最新の法令、指

針、ガイドライン等に沿って研究費の執行及び研究活動の適切な遂行等に関する規程、運用ル

ール等を随時見直し、学内に周知徹底するともに、概要を学外に公表します。 

 

２．研究倫理に関する意識の徹底 

研究者及び事務職員等に対し、研究倫理意識の啓発及び倫理教育等に関する説明会や研修等

を実施します。また、研究費の不正使用等の防止を図るためのマニュアルを作成し、コンプラ

イアンス（法令遵守）の意識を徹底します。 

 

３．研究費の適切な使用 

研究費の源泉が、学生生徒等納付金、国・地方公共団体からの補助金、財団や企業等からの

助成金、共同研究費及び寄付金等によって公的に賄われていることから、法令及び学内諸規程

等を遵守し、効果的かつ効率的な方法で研究費使用に努めます。また、単なる規制強化だけで

は実効が上がらないことも認識し、現場の教職員の意見を汲み上げ、研究現場の実情に即した

研究費の適切な使用を追求します。 

 

４．事務職員等の役割 

事務職員等は、専門的能力の向上に努めるとともに、研究者が適切な方法かつ自由な発想の

もとに研究活動を行い、十分な研究成果を達成できるよう支援を行います。また、研究費の適

正な使用管理に努め、不正行為に加担しないことはもとより、管理・監査体制上の牽制機能等

により不正行為の発生を未然に防止します。 

 

５．適切な監査の実施 

不正発生抑止のため、モニタリング方法の検討・構築と、法令及び学内諸規程等に則り、監

査を適切に実施します。 

 

以 上 


